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第3者認証の意義
• 事業の透明性
• 欧米的発想（ひょっとするとケシカランのがいるかも
しれない）

• わが国の発想(自己申告：善意の人）
– チャンとやってます。
– キチンとできてます。
– （姉歯問題、食品偽装、中国食品汚染）

• 監査
– 動物実験計画ーー動物実験委員会
– 実験の適正履行ーー機関の長（文科省基本指針）
– 飼育施設ーー？？？

• 霊長類はすでに厚労省、環境省の許認可(査察は不明）



わが国の認証制度の伝統

• 査察ーーお上の仕事
–お目こぼし
–袖の下
–接待

• 欧米の現代的査察ーー権威のある機関
–査察員の専門性
–査察員の中立性
–査察員の倫理性



動物愛護法改正後の問題点

• 文科省の基本指針に対して、厚労省、農水省は別の
指針策定を画策中（統一ガイドラインではなくなる危
険性）。

• 提言の第３者認証機構の問題点（複数の認証制度）
HS財団の認証制度（製薬協：厚労省）
公私動協、国動協の制度（大学：文科省）

日本実験動物共同組合の制度（実験動物生産者：農
水省）

AAALAC Internationalの認証（どこでも：省庁無し）
（国際認証を現在出来るのはAAALACだけ）



問題点の第３者認証

• 現在は我が国は実験動物施設認証機関はない
• 第３者認証のための査察官（専門家）はいるか？

– ３名は存在する（ＡＡＡＬＡＣ Internationalの
Ad Hoc consultants )

– 候補者も数名いる他の専門家の専門性は？
• GLP査察官
• 大学認証機構の担当官
• 農水省の担当官
• 環境省の担当官
• 実験動物学研究者
• 実験動物医学研究者
• 実験動物医学専門医



AAALAC International
• １９６５年国際実験動物管理（確認）公認協会設立

• Association for Assessment and Accreditation of Laboratory 
Animal Care 

• 民間の非営利協会

• ６０以上の学術団体が支援。

• Ｃｏｕｎｃｉｌs と Ａｄ Hoc consultantsが査察ーー＞訪問。

• 人道的実験動物のCａｒｅとUseの体制の確認。

• 基本は米国ILARの基準。

• ３０カ国、７５０研究機関以上が認定

• 我が国では１大学を含む５研究機関

• 他のアジアの国では多数

• アジア各国（日本を含む）認証申請準備中機関多数
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ＩＬＡＲのガイドラインの骨子

• まえがき
• 第1章研究所規範と責任
• 第2章動物の環境、住居および管理（CARE）

– ミクロ環境
– マクロ環境

• 第3章獣医学的管理（CARE）
– 動物の搬入、輸送
– 疾病の予防
– 外科処置
– 疼痛、鎮痛、麻酔
– 安楽死

• 第4章施設
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国際的に見たAAALACの位置づけ

• 動物実験関連認証の唯一の機関
• 各国の法制を補完
• 各国の関連文書が参考文献
• 動物実験反対運動家ないし一般市民への情
報の透明な開示

• 実験動物福祉の実践証明
• 研究費獲得の基本要素



アジアにおける認証機関

• 中国 ８

• 韓国 ６

• 日本 ５

• 台湾 ５

• インドネシア ３

• フィリッピン ３

• シンガポール ２

• タイ １

• インド １



日本におけるＡＡＡＬＡＣ

• １９９９ 最初の日本人Ad Hoc consultant任命
• （INARPは、ラグナ研究所およびPQCCの両施
設において、2003年AAALAC完全認証）

• ２００５ イナリサーチ我が国で最初の完全認証
• ２００７ 北大獣医学部我が国初の大学認証
• 現在 ５研究機関完全認証

• ４名のAd Hoc consultants （米国に１名）







日本におけるAAALACの今後
• ５研究機関のうち１機関は更新手続き中
• １研究機関は暫定認証
• １研究機関が申請中
• １研究機関が公式準備中
（２００８年には最低３研究機関が認証か？）

• AAALACの環太平洋支部での新規申請は国際申
請中６０％

• ２００７年新規申請は環太平洋支部が３分の１
（アジアにおける申請が急増している）



我が国でのＡＡＡＬＡＣ認証の問題点

• 英語なのでとりつきが面倒に感ぜられる。
–日本語申請も受け付ける。

• 米国式（国際式）で、我が国のものの運び方
と違う。

• 大部な申請書を書く必要がある。
• これまでは認証のｍｅｒｉｔが少なかった。
• 申請費用がやや高価に感ぜられる。

• 形式だけ整え、本気で実験動物福祉のことを
考えていない研究機関には向かない。


